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はじめに 

無農薬で水田耕作をしている農家や、水田や松林に隣接する地域の住民から無人ヘリ

コプターによる農薬散布についての相談が増えています。 
 
例えば、山口県で有機農業に励んでいる Sさんから、隣の水田に無人ヘリコプターで

散布される農薬が自分の無農薬米田に飛んでこないか心配だ、という電話がありました。

聞けば、町の第三セクターが保有する無人ヘリコプターを使った農薬散布らしいので、

直接指導すべき立場にある町や県に事情を話して、中止して貰うように交渉をすること

を勧めました。ところが、山口県の担当者は「無人ヘリコプター散布について県は指導

する立場にない」といったそうです。また、静岡県浜松市では、幼稚園から５０メート

ルしか離れていない松林で松枯れ防除のために無人ヘリコプターによる農薬散布が行わ

れましたが、散布後に行われたアンケート調査の結果、今までの空散後の健康被害調査

に出てくる症状と同じ「せき・たんが出る」、「のどの痛み、かゆみ」、「鼻水」、「はきけ・

むかつき」、「頭痛」、「下痢」などの症状が訴えられています。 

 

ところで、「無人ヘリコプター」というのは、航空法で定められているところの「人が

乗って航空の用に供することが出来る回転翼航空機」（有人ヘリコプター）には該当しな

い、人が乗って航空の用に供することのできない遠隔式小型回転翼機です。航空法の規

制対象になっていません。 
 
航空法の規制を受ける有人ヘリコプターに替わって、今や 2000 余機の規制を受けな
い無人ヘリコプターが全国各地の水田や畑地、ミカン園、芝地、松林などを飛びまわっ

て農薬散布をしています。その結果、上記のような有機圃場への農薬飛散問題や行政の

無責任な対応、地域住民の健康被害、操作ミスによるヘリコプターの墜落、架線事故等

が全国各地で発生しています。 
 
この資料集には、増え続ける無人ヘリコプターによる農薬空中散布の現状、無人ヘリ

コプター用登録農薬名一覧、地上散布の約１００倍の高濃度の希釈液を使用することが

ある無人ヘリコプターによる農薬散布の安全上の問題点、関連行政通達・通知、無人ヘ

リコプター農薬散布関連（行政、業界団体、ヘリコプターメーカ等）Webサイトのリン
ク先などをまとめました。無人ヘリコプター散布地に隣接した畑などでは、農薬飛散＝

ドリフト防止対策を十分実施しないと、残留基準や一律基準超えで、農作物が出荷規制

を受け、農薬使用者の責任が問われる恐れも生じます。無人ヘリコプターによる農薬散

布を行っている関係者にも役立つものと思います。 
 
反農薬東京グループは農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来

るだけ減らそうと運動している市民団体です。本資料集が十分な安全性の確認もなされ

ず強行されている無人ヘリコプターによる農薬空中散布の安全性の再評価・規制のきっ

かけとなることを願っています。 
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